
平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 17 86 1６

平成 年 月 日（火）

号外第 号

15 17

86

６

毎週火 金曜日発行･

◇ 警備業者等 護身用具 携帯 禁止及 制限 関 規則（ ）（生活安全企画課）…………

◇ 鳥取県企業局文書管理規程 一部 改正 訓令（ ）（総務課）………………………………

◇ 鳥取県病院局組織規程 一部 改正 規程（ ）（総務課）……………………………………

鳥取県病院局 勤務 職員 職 設置等 関 規程 一部 改正 規程（ ）

（〃）……………………………………………………………………………………………………

日本国籍 有 者 任用 職 範囲 定 規程 一部 改正

規程（ ）（〃）…………………………………………………………………………………………

警備業者等 護身用具 携帯 禁止及 制限 関 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県公安委員会委員長 倉 都 祥 行

警備業者等 護身用具 携帯 禁止及 制限 関 規則

警備業者等 護身用具 携帯 禁止及 制限 関 規則（昭和 年鳥取県公安委員会規則第 号） 全部

改正 。

（趣旨）

第 条 規則 、警備業法（昭和 年法律第 号。以下「法」 。）第 条第 項 規定 基 、法

第 条第 項 規定 警備業者及 同条第 項 規定 警備員（以下「警備業者等」 。） 護身用

具 携帯 禁止及 制限 定 。

（護身用具 携帯 禁止）

第 条 警備業者等 、法第 条第 項 規定 警備業務（以下「警備業務」 。） 行 当 、

盾、鉄棒 他人 生命又 身体 重大 危害 加 物 携帯 。

（警戒棒 関 特例）

第 条 前条 規定 、警備業者等 、警備業務 行 当 、警戒棒 携帯

。

前項 警戒棒 、長 ー 以下、直径 ー 以下 、重 以下

円棒 。

公安規則

企業局訓

令

病院局管

理規程

鳥取県公安委員会規則第 号
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第 項 規定 、部隊 編成 等集団 力 用 警備業務 行 場合 、適用 。

（警戒杖 関 特例）

第 条 第 条 規定 、警備業者等 、次 掲 警備業務 行 当 、警戒杖 携帯

。

（ ） 法第 条第 項 規定 機械警備業務（警備員 対 指令業務 除 。）

（ ） 警備員等 検定 関 規則（昭和 年国家公安員会規則第 号。以下「検定規則」 。）第 条

第 項 規定 常駐警備業務（以下「常駐警備業務」 。） 、次 掲 施設（警察官 現

警戒 行 限 。） 行

空港

石油備蓄基地 他 石油関連施設、水力発電所 他 電力関連施設、 製造施設 他 関

連施設、浄水場 他 水道関連施設、鉄道、航空 他 交通 安全 確保 業務 行

施設 他 施設 準 施設 、当該施設 対 行為（以下「 行為」

。） 行 、多数 人 生活 重大 支障 生

火薬、毒物又 劇物 製造又 貯蔵 係 施設 他 準 施設 、当該施設 対

行為 行 、当該施設内又 当該施設周辺 人 生命又 身体 重大 危険 生

（ ） 検定規則第 条第 項 規定 核燃料物資等運搬警備業務又 貴重品運搬警備業務

前項 警備杖 、長 ー 超 ー 以下 円棒 、次 各号

該当 。

（ ） 白樫若 硬度 低 木材又 強化 主 材料 、直径

ー 以下

（ ） 合金 主 材料 段式又 段式 、先端部分 直径 ー

以下 、筒 厚 ー 以下

第 項 規定 、部隊 編成 等集団 力 用 警備業務 行 場合 、適用 。

（盾 関 特例）

第 条 第 条 規定 、警備業者等 、次 掲 警備業務 行 当 、盾 携帯

。

（ ） 前条第 項各号 掲 警備業務

（ ） 午前零時 日出時 間 行 常駐警備業務（前号 掲 除 。）

前項 規定 携帯 盾 、非金属製 、盾 正面 対 垂直 投影 場合

投影図 長辺 長 ー 以下、短辺 長 ー 以下 、持 手以外 部分 厚

ー 以下 。

附 則

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県企業局文書管理規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博
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改 正 後 改 正 前

（文書等 受領及 配付）

第 条 本局 到達 文書等（文書及 郵便物等（文

書 封入 郵便物（郵便法（昭和 年法律第

号） 規定 郵便物 。以下同 。） 他

物件 。以下同 。） 。以下同 。） 、総

務課 受領 、次 定 配布

。 、所管課 直接到達 文書等 、当該所

管課 受領 。

（ ） 略

（ ） 書留、配達証明、内容証明若 特別送達

郵便物又 民間事業者 信書 送達 関

法律（平成 年法律第 号）第 条第 項 規

定 一般信書便事業者若 同条第 項 規定

特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」

。） 同条第 項 規定 信書便 役

務 、当該一般信書便事業者等 、引

受 及 配達 記録 行 若 配達若

交付 事実 証明 行 同条第 項

規定 信書便物 、特別文書受領簿（様式第 号）

必要事項 記載 、所管課 配布 。

（ ） 略

略

（文書等 受領及 配付）

第 条 本局 到達 文書等（文書及 郵便物等（文

書 封入 郵便物（郵便法（昭和 年法律第

号） 規定 郵便物 。以下同 。） 他

物件 。以下同 。） 。以下同 。） 、総

務課 受領 、次 定 配布

。 、所管課 直接到達 文書等 、当該所

管課 受領 。

（ ） 略

（ ） 書留、配達証明、内容証明及 特別送達

郵便物 、特別文書受領簿（様式第 号） 必要

事項 記載 、所管課 配布 。
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略
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鳥取県企業局文書管理規程 一部 改正 訓令

鳥取県企業局文書管理規程（平成 年鳥取県企業訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県病院局組織規程 一部 改正 規程 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県営病院事業管理者 林 喜 久 治

鳥取県病院局組織規程 一部 改正 規程
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改 正 後 改 正 前

（病院 内部組織 設置）

第 条 次 表 第 欄 掲 病院 、同表 第

欄 掲 局及 室 置 、 事務 所掌

、同表 第 欄 掲 科、 ー、室、部及

課 置 、 事務 所掌 、同表

第 欄 掲 係 置 。

略

鳥
取
県
立
厚
生
病
院

略

事務局

略

医事課 医事係

略

（職制）

第 条 略

及 略

局 事務 参画 、必要 認

、局 理事監 置 。

略

略

略

（病院 内部組織 設置）

第 条 次 表 第 欄 掲 病院 、同表 第

欄 掲 局及 室 置 、 事務 所掌

、同表 第 欄 掲 科、 ー、室、部及

課 置 、 事務 所掌 、同表

第 欄 掲 係 置 。

略

鳥
取
県
立
厚
生
病
院

略

事務局

略

医事課 医事第一係・医事第二

係

略

（職制）
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略

略

略
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鳥取県病院局組織規程（平成 年鳥取県病院局管理規程第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 項（以下「追加項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分（追加項 除 。） 改

。

附 則

規程 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県病院局 勤務 職員 職 設置等 関 規程 一部 改正 規程 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県営病院事業管理者 林 喜 久 治

鳥取県病院局 勤務 職員 職 設置等 関 規程 一部 改正 規程

鳥取県病院局 勤務 職員 職 設置等 関 規程（平成 年鳥取県病院局管理規程第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。
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改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係）

及 略

技術吏員 充 職

院長、理事監、副院長、局長（前 号 掲

除 。）、部長、医長、副医長、技幹、副看護局

長、看護師長、副部長、室長、副室長、理学療法士

長、機械技師、電気技師、衛生技師、医師、歯科医

師、薬剤師、理学療法士、理療師、臨床工学技士、

看護師、准看護師、助産師、栄養士、歯科衛生士、

診療放射線技師、自動車整備士、運転士、交換手、

技士、調理師、調理員、医療助手

別表（第 条関係）

及 略

技術吏員 充 職

院長、副院長、局長（前 号 掲 除 。）、

部長、医長、副医長、技幹、副看護局長、看護師長、

副部長、室長、副室長、理学療法士長、機械技師、

電気技師、衛生技師、医師、歯科医師、薬剤師、理

学療法士、理療師、臨床工学技士、看護師、准看護

師、助産師、栄養士、歯科衛生士、診療放射線技師、

自動車整備士、運転士、交換手、 技士、調理

師、調理員、医療助手

改 正 後 改 正 前

（公 意思 形成 参画 携 職）

第 条 公 意思 形成 参画 携 職 、鳥取県

病院局組織規程（平成 年鳥取県病院局管理規程第

号）第 条第 項 規定 置 鳥取県病院局

及 総務課 長、同条第 項 規定 置 理

事監並 同条第 項 規定 置 病院 長

。

（公 意思 形成 参画 携 職）

第 条 公 意思 形成 参画 携 職 、鳥取県

病院局組織規程（平成 年鳥取県病院局管理規程第

号）第 条第 項 規定 置 鳥取県病院局

及 総務課 長並 同条第 項 規定 置

病院 長 。
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附 則

規程 、平成 年 月 日 施行 。

日本国籍 有 者 任用 職 範囲 定 規程 一部 改正 規程 公布

。

平成 年 月 日

鳥取県営病院事業管理者 林 喜 久 治

日本国籍 有 者 任用 職 範囲 定 規程 一部 改正 規程

日本国籍 有 者 任用 職 範囲 定 規程（平成 年鳥取県病院局管理規程第

号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

規程 、平成 年 月 日 施行 。

この は から する

を しない を することができない の を める の を する をここに す

る

を しない を することができない の を める の を する

を しない を することができない の を める

の を のように する

の の の が かれた を の の が かれた に める

この は から する
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